
様式第１号(第７条関係)        （表） 

 自署確認欄 

 

確認日 確認者 受付者 

年  月  日   

 

 あて先 古賀市長 
申

請

者 

現 住 所 
〒  

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ  

氏 名 

( 自 署 ) 

 

 

電話番号  

 

補 助 金 交 付 申 請 書 兼 誓 約 書 

     年度において、合併処理浄化槽を設置したいので、古賀市合併処理浄化槽設置

整備事業補助金交付要綱第6条の規定により、下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 また、裏面の誓約事項について誓約し、添付書類の全てについて確認しています。 

 

 設 置 場 所 福岡県古賀市  

浄 化 槽 (  )人槽・ メーカー(        )型式(        ) 

送 風 機 メーカー(      )・型式(      )風量(     l／hr) 

交付申請額    金           円  

土地所有者 1 本人    2 その他(               ) 

建物所有者 1 本人    2 その他(               ) 

住宅の用途 1 申請者居住住宅  2 その他(            ) 

建物の詳細 

1 一般住宅(延べ床面積   m2、1階   m2、2階   m2) 

2 店舗等併用住宅     (居住   m2、その他   m2) 

3 その他(        )(             m2) 

 新築・増築・改築の別   ( 新築 ・ 増築 ・ 改築 ) 

浄 化 槽 

設置の種類 

1  新設  2  くみ取便槽から転換  3  単独処理浄化槽から転換 

4 その他（              ） 

設 置 位 置 ① 上部荷重がかからない   ② 上部が車庫等で荷重がかかる 

工 期   交付決定通知の翌日 ～     年  月  日 

放 流 先 1 道路側溝 2 河川 3 農業用水路 4 その他(       ) 

施 工 業 者 

 

氏名又は名称                    

             

TEL    ―  ―    

 

設備士名            

県知事登録番号    ― 県知事届出番号   ― 

 

 

 



 

（裏） 

 

単独浄化槽又はくみ取り便槽からの転換の場合（交付申請額算定） 

項目 

浄化槽 

設置費 

① 

単独浄化槽

処分費 

② 

単独浄化槽

配管設置費 

③ 

くみ取り便

槽処分費 

④ 

くみ取り便

槽配管設置

費⑤ 
交付申請額 

①～⑤合計 契約額 
     

限度額 別表１ 150,000円 330,000円 120,000円 330,000円 

交付額 
      

※各補助対象経費に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

※契約額と限度額を比較し、いずれか少ない額が交付申請額となる。 

 

別表１（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

誓 約 事 項 
 

１．私が設置する合併処理浄化槽による苦情又は紛争があった場合は、当事者間で責任をもって解

決します。 

２．合併処理浄化槽の使用に当たり、法令及び古賀市浄化槽の設置等に関する条例を遵守するとと

もに、保守点検や清掃について専門業者に委託します。 

３．行政指導が入った場合、誠意ある対応を行います。 

４．合併処理浄化槽工事に当たり、国の定めた浄化槽工事の技術上の基準及び市が定める工事基準

を遵守して施工します。 

５．合併処理浄化槽設置に当たり、国庫補助基準に適合した浄化槽を設置します。 

 

人槽区分 限度額 

５人槽 ３３２，０００円 

６～７人槽 ４１４，０００円 

８～１０人槽 ５４８，０００円 

１１～１５人槽 ７４１，０００円 

添

付

書

類 

⑴ 浄化槽法に基づく浄化槽の設置にあっては審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写

し及び当該浄化槽設置届受理書の写し、建築基準法に基づく浄化槽の設置にあっては審査

期間を経過した浄化槽設置計画書の写し及び当該浄化槽設置計画に対する意見書の写し 

⑵ 設置場所の位置図 

⑶ 住宅平面図（配置配管図※管勾配を明記してあるもの） 

⑷ 当該合併処理浄化槽設置工事の工事請負契約書及び見積書の写し 

⑸ 合併処理浄化槽を設置するに当たり、くみ取便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄

化槽へ転換する場合等は、既設便槽等の撤去に係る費用及び宅内配管に係る費用が分かる資

料 

⑹ 小型合併浄化槽機能保証登録証 

⑺ 浄化槽設備士免状又は修了証書の写し 

⑻ 認定書及び登録証の写し並びに浄化槽管理（C）票（浄化槽管理（C）票は、１０人槽

以下の場合に限る。）浄化槽設備士免状又は修了証書の写し 

⑼ 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書 

⑽ 市税の滞納がない証明書 

⑾ その他市長が必要と認める書類 


